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富山県公安委員会告示第52号 

   富山県公安委員会が行う交通規制についての一部改正について 

 富山県公安委員会が行う交通規制について（昭和46年富山県公安委員会告示第 

 125号）の一部を次のように改正し、平成24年３月25日から施行する。 

    平成24年３月22日 

                  富山県公安委員会 

                     委 員 長 田  中  一  郎  

別表第１ ⑶一方通行 

  氷見市の項第20号の次に次の４号を加える。 
 

 21 

氷見市稲積 136－１先から同稲積 315先ま 
でに至る能越自動車道氷見北インターチェ 
ンジランプウェーは同順路（県道鹿西氷見 
線取付道氷見北インターチェンジ入口から 
上り線流入口まで）の進行方向の一方通行 
とする。 

 
 
194 

 
 

終日 自動車  

 22 

氷見市稲積1960－１先から同稲積 138－１ 
先までに至る能越自動車道氷見北インター 
チェンジランプウェーは同順路（下り線流 
出口から県道鹿西氷見線取付道氷見北イン 
ターチェンジ出口まで）の進行方向の一方 
通行とする。 

240 終日 自動車  

 23 

氷見市宇波17－１先から同宇波32先までに 
至る能越自動車道灘浦インターチェンジラ 
ンプウェーは同順路（上り線流出口から一 
般国道 470号取付道灘浦インターチェンジ 
出口まで）の進行方向の一方通行とする。 

287 終日 自動車  

 24 

氷見市宇波32先から同宇波18－２先までに 
至る能越自動車道灘浦インターチェンジラ 
ンプウェーは同順路（一般国道 470号取付 
道灘浦インターチェンジ入口から下り線流 
入口まで）の進行方向の一方通行とする。 

 
 
  203 

 
 

終日 

 
 

自動車  
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別表第３ 追越しのための右側部分はみだし通行の禁止 

 氷見市の項第10、11号を次のように改める。 
 

 10 

自動車専用 
道路 
一般国道 
470号 
（能越自動 
車道） 

氷見市上久津呂字中尾34 
（74.9ＫＰ）から 
同  宇波17－１先（62.4Ｋ 
Ｐ）まで（上り線） 

12,500 終日   

 11 

自動車専用 
道路 
一般国道 
470号 
（能越自動 
車道） 

氷見市宇波17－１（62.4ＫＰ) 
から 
同  上久津呂字大谷内６先 
（74.9ＫＰ）まで（下り線） 

12,500 終日   

 

別表第５ 最高速度の指定 

  高岡市氷見市の項第８号を次のように改める。 
 

 8 

自動車専用 
道路 
一般国道 
470号 
（能越自動 
車道） 

高岡市五十里4708先（82.0Ｋ 
Ｐ）から 
氷見市宇波17－１先（62.4Ｋ 
Ｐ）まで 

19,600 終日 70  

 

  氷見市の項第94、95号を次のように改める。 
 

 94 

自動車専用 
道路 
市道 
氷見北イン 
ター２号線 
（能越自動 
車道） 

氷見市稲積72先 
 氷見北インターチェンジラ 
 ンプウェー上り線流出口か 
 ら 
同  稲積 120先 
  県道鹿西氷見線取付道氷見 
 北インターチェンジ出口ま 
 で 

380 終日 30  

 95 

自動車専用 
道路 
市道 
氷見北イン
ター１号線 
（能越自動
車道） 

氷見市稲積 137－１先 
 県道鹿西氷見線取付道氷見 
 北インターチェンジ下り線 
 入口から 
同  稲積60先 
  下り線流入口まで 

410 終日 30  

 

  氷見市の項第96号の次に次の４号を加える。 
 

 97 

自動車専用 
道路 
市道 
氷見北イン 
ター３号線 
（能越自動
車道） 

氷見市稲積 136－１先 
 県道鹿西氷見線取付道氷見 
 北インターチェンジ上り線 
 入口から 
同  稲積315先 
  上り線流入口まで 

194 終日 30  



  平成 24年３月 22日      富 山 県 報      号  外(3)  3   

 

 

 98 

自動車専用
道路 
市道 
氷見北イン
ター４号線 
（能越自動
車道） 

氷見市稲積1960－１先 
 氷見北インターチェンジラ 
 ンプウェー下り線流出口か 
 ら 
同  稲積 138－１先 
  県道鹿西氷見線取付道氷見 
 北インターチェンジ出口ま 
 で 

240 終日 30  

 99 

自動車専用
道路 
一般国道 
470号 
（能越自動
車道） 

氷見市宇波17－１先 
 灘浦インターチェンジラン 
 プウェー上り線流出口から 
同  宇波32先 
  一般国道 470号取付道灘浦 
 インターチェンジ出口まで 

287 終日 30  

 100 

自動車専用 
道路 
一般国道 
470号 
（能越自動
車道） 

氷見市宇波32先 
 一般国道 470号取付道灘浦 
 インターチェンジ入口から 
同  宇波18－２先 
  下り線流入口まで 

203 終日 30  

別表第６ ⑵車両の転回禁止 

  富山市の項第８号の次に次の１号を加える。 
 

 9 
県道 
八幡田稲荷
線 

富山市豊田町二丁目７－32先 
から 
同  豊田本町二丁目16－23 
先まで 
（豊田二丁目交差点から豊田 
本町一丁目交差点方向） 

87 終日   

  高岡市の項第４号の次に次の１号を加える。 
 

 5 県道 
伏木港線 

高岡市江尻1193－６先から 
同   江尻1235－３先まで 
（江尻交差点） 

63 終日   

別表第７ 車両の停車及び駐車の禁止 

 富山市の項第３号を次のように改める。 
 

 3  削      除     

別表第８ ⑵高齢運転者等専用駐車区間 

  富山市の項の次に次の項を加える。 
 

射水市 1 市道 射水市朴木20先 
（射水市民病院北東側） 25 ８～20 

高齢運転 
者等標章 
自動車 

始点標 
識から 
25ｍ 
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